
聞
き
取
り
は
、
中
教
審
総
会

で
「
中
間
ま
と
め
」
が
了
承
さ

れ
た
こ
と
を
受
け
た
も
の
で
す
。

今
回
の
「
中
間
ま
と
め
」
に
は
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
や

き
め
細
か
な
指
導
の
充
実
の
た

め
の
「
少
人
数
編
成
」
の
検
討

が
盛
り
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
各

団
体
の
意
見
の
聞
き
取
り
を
踏

ま
え
、
11
月
に
「
答
申
」
素
案

が
示
さ
れ
る
予
定
で
す
。

全
国
都
市
教
育
長
協
議
会
は
、

「
答
申
」
で
は
１
学
級
30
人
以

下
な
ど
、
少
人
数
学
級
を
明
記

す
る
よ
う
要
望
し
ま
し
た
。
全

国
都
道
府
県
教
育
委
員
会
連
合

会
、
全
国
市
町
村
教
育
委
員
会

連
合
会
、
日
本
Ｐ
Ｔ
Ａ
全
国
協

議
会
も
同
様
の
認
識
を
示
し
、

人
件
費
や
教
室
整
備
の
た
め
の

財
政
措
置
を
国
に
求
め
ま
し
た
。

全
国
特
別
支
援
学
校
校
長
会

は
、
特
別
支
援
学
校
だ
け
に
な

い
設
置
基
準
の
策
定
が
「
中
間

ま
と
め
」
に
盛
り
込
ま
れ
た
こ

と
を
評
価
し
つ
つ
、
「
深
刻
な

教
室
不
足
の
現
状
を
容
認
す
る

基
準
で
は
な
く
、
豊
か
な
学
習

環
境
を
整
備
す
る
観
点
に
立
っ

て
策
定
を
」
と
訴
え
ま
し
た
。

全
国
高
等
学
校
Ｐ
Ｔ
Ａ
連
合

会
は
、
教
員
免
許
更
新
制
が
現

役
教
員
に
負
担
を
与
え
、
退
職

教
員
の
採
用
を
困
難
に
す
る
な

ど
の
不
都
合
を
生
じ
さ
せ
て
い

る
と
し
、
「
廃
止
を
切
望
し
ま

す
。
」
と
訴
え
ま
し
た
。

全
国
連
合
小
学
校
校
長
会
は
、

感
染
症
対
策
や
き
め
細
か
な
指

導
の
実
現
に
「
30
人
以
下
の
少

人
数
の
学
級
の
実
現
が
必
須
」

と
指
摘
。
財
務
省
が
「
学
級
規

模
の
学
力
へ
の
影
響
は
限
定
的
」

と
主
張
し
て
い
る
こ
と
に
対
し

て
、
「
科
学
的
で
は
な
い
。
子

ど
も
や
教
職
員
の
健
康
・
安
全

を
確
保
す
る
こ
と
が
教
育
環
境

整
備
の
最
優
先
事
項
だ
」
と
訴

え
ま
し
た
。

特
別
支
援
学
級
の
学
級
編
成

引
き
下
げ
や
、
幼
稚
園
な
ど
の

幼
児
数
引
き
下
げ
を
求
め
る
声

も
出
さ
れ
ま
し
た
。

全
日
本
教
職
員
組
合
（
全
教
）

は
、
学
力
テ
ス
ト
な
ど
競
争
主

義
的
な
教
育
制
度
の
見
直
し
と
、

教
職
員
定
数
を
抜
本
的
に
改
善

し
20
人
程
度
の
少
人
数
学
級
を

実
現
す
る
こ
と
を
要
望
し
ま
し

た
。
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ガーデニング
１２月５日（土）10～12時
和泉コミセン２階創作室
要予約（定員15名）参加費２千円

新
し
い
時
代
の
初
等
中
等
教
育
の
あ
り
方
を
議
論
し
て
い
る
中

央
教
育
審
議
会
（
文
科
省
の
諮
問
機
関
）
は
10
月
28
日
か
ら
２
日

間
の
日
程
で
教
育
関
係
団
体
か
ら
聞
き
取
り
を
行
い
ま
し
た
。
各

団
体
か
ら
は
少
人
数
学
級
の
早
期
実
現
を
求
め
る
意
見
が
相
次
ぎ

ま
し
た
。

府人事委員会は10月27日、府職員の一時金（ボーナス）削減を勧告し

ました。また、府当局は勧告を受け、府労組連（大教組・府職労）に対

し、一時金の引き下げを提案しました。

本来の業務がある中、府職員が必死にコロナ感染症対策に取り組んで

いるもとでの削減勧告・提案は断じて許せるものではありません。

泉北教組は府労組連に結集し、引き下げ反対の声をあげていきます。

報告および勧告のポイント
●特別給（ボーナス）引き下げ（10年ぶりの引き下げ）

・特別給について０．０５月分引き下げ

・民間の状況を踏まえ期末手当の支給月数を見直し、

１２月支給分の特別給で調整を行うよう勧告。

●月例給については別途必要な報告・勧告を予定


